
第３回あま市新型コロナウイルス感染症対策本部会議録(要旨) 

                     

日 時 令和２年３月２日（月） 

午前９時 35分～11時５分 

場 所 本庁舎３階 特別会議室 

 

１ 議 題 

（１）市の施設における貸館業務について 

 県内の多くの自治体で、体育施設を始めとする公共施設が休館あるいは利用制限と

なっており、本市としても方針を決定する必要がある。 

 決定事項  

○貸館の利用制限（特定の人） 

【利用制限期間】３月 31日（火）まで 

すでに予約が入っている団体、個人の施設利用については、当事者の判断とし、

キャンセルの場合は利用料を全額還付することとする。 

指定管理施設については、市の方針を伝え、同期間の利用を管理者に自粛要請す

る。 

市民活動センター、七宝焼アートヴィレッジ内の喫茶店についても同様。休業し

た場合の営業補償は困難。 

 

○一般利用者の利用する施設の制限（オープンスペース） 

【利用制限期間】３月 15（火）まで※延長あり 

貼紙等にて一般利用の自粛を求める。掲示物のサンプルは、健康推進課にて提示

する。 

制限期間は 15日までとするが、延長の可能性がある旨、強調すること。 

※利用制限となる施設の一覧については、別添資料参照。 

 

以上の施設の利用制限について、市公式ウェブサイト掲載のため、各施設の利用

制限を健康推進課にてとりまとめる。 

クローバーテレビ、ＦＭななみ、ＬＩＮＥにおいても周知を行う。（３/４市長ク

ローバーテレビ出演） 

 

（２）その他 

○あま市民病院勤務者の子ども達の預かり（院内保育）について 

あま市民病院から、医療従者の子ども（市外居住）について、預かり等の対応をし

て欲しいとの要望があった。 



 決定事項  

学校開放等、各自治体で対応していると思われるため、市としては対応しない。た

だし、希望人数、希望者の居住地等の確認は必要。 

 

○福祉施設におけるマスクについて 

県から、高齢者福祉施設のマスク不足についての調査が来ている。その調査は、

市からの放出を考慮したうえでの回答を求められている。市としての放出の考え方

は。 

 決定事項  

新型コロナウイルス感染症のまん延に備えての備蓄のため、福祉施設への提供は難

しい。 

 

○第４回あま市新型コロナウイルス感染症対策会議について 

３月 11日（水）午後を予定。 

 


